
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人西村真人、同岸巖、同糸賀昭の上告理由について。

　中小企業等協同組合法に基づいて設立された信用協同組合は、商法上の商人にあ

たらないと解すべきである。しかし、信用協同組合につき中小企業等協同組合法が

商法中の特定の条文を準用する旨を定めている場合のほかは同法の適用が排除され

ると解すべきではなく、信用協同組合が商人たる組合員に貸付をするときは、同法

五〇三条、三条一項により、同法五二二条が適用されるものと解するのを相当とす

る。右と同旨の判断をした原判決は正当であり、所論引用の判例はいずれも本件に

適切でない。所論はいずれも理由がなく、論旨は採用することができない。

　よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。
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